
許可番号 船名 総トン数 操業区域
イカ第1001号 第八十五興福丸 184 -
イカ第1014号 第七十一寿々丸 159 -
イカ第1015号 第七十八寿々丸 199 -
イカ第1032号 幸雄丸 184 -
イカ第1034号 第六十五盛漁丸 183 -
イカ第1040号 潮雄丸 184 -
イカ第1046号 第八十六若潮丸 199 -
イカ第2023号 第七十一八重丸 184 -
イカ第2024号 第二十一八重丸 198 -
イカ第2035号 第十五千鳥丸 161 -
イカ第2036号 第二十三千鳥丸 168 -
イカ第2038号 第三清丸 183 -
イカ第2050号 第六十八八幡丸 184 -
イカ第2051号 第三源榮丸 198 -
イカ第2055号 第二十一源榮丸 184 -
イカ第2057号 第六十二源榮丸 184 -
イカ第2058号 第六十五源榮丸 184 -
イカ第2059号 第十二源榮丸 199 -
イカ第2060号 第八十一源榮丸 199 -
イカ第2062号 第六十七源榮丸 184 -
イカ第2067号 第二十一正進丸 184 -
イカ第2092号 第五十一日榮丸 181 -
イカ第2095号 第七十八源榮丸 198 -
イカ第2096号 第六十八源榮丸 198 -
イカ第2098号 第八十三源榮丸 198 -
イカ第2099号 第三十八源榮丸 199 -
イカ第2211号 第八十一明神丸 184 -
イカ第5001号 第二十八寶來丸 176 -
イカ第5002号 第二十三輪島丸 175 -
イカ第5003号 第十八興洋丸 174 -
イカ第5005号 第六十八徳洋丸 181 -
イカ第5006号 第八十六永宝丸 199 -
イカ第5011号 第十八白嶺丸 183 -
イカ第5013号 第六十八栄成丸 177 -
イカ第5015号 第六十八日章丸 184 -
イカ第5017号 第五十八金剛丸 187 -
イカ第5036号 第三十一永宝丸 177 -
イカ第5220号 第一幸榮丸 144 -
イカ第5223号 幸榮 丸 144 -
イカ第013号 第五十八富丸 401 -
イカ第025号 第五十八開洋丸 487 -
イカ第026号 第三十開洋丸 349 -
イカ第033号 第八拾八正進丸 494 -
イカ第035号 第八拾参正進丸 491 -
イカ第041号 第十八漁栄丸 199 -
イカ第050号 第十二長久丸 499 -

いか釣り漁業許可船名簿

　本件の個別事項に関するお問い合わせ等については、水産庁資源管理部
管理調整課許可漁業第３班までご連絡下さい。

   電話番号：０３－３５０２－８４７９（直通）
   ＦＡＸ番号：０３－３５０１－１０１９

（令和６年１月１日現在）



（注）　漁業法（昭和24年法律第267号）第44条第１項及び第２項に基づく条件
や漁業の許可及び取締り等に関する省令（昭和38年農林省令第５号）第23
条の操業制限等により、禁止区域等の規制があります。
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